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アース製薬株式会社

取締役会の実効性に関する評価結果の概要 

当社取締役会は、取締役会の実効性について、取締役等に対するアンケートを実施し、分

析及び評価を行っています。2023 年 12 月期における取締役会の実効性に関する評価結果

の概要は、以下のとおりです。 

1. 評価実施要領

対象者 2023 年 12 月時点での取締役及び監査役 

実施方法 外部弁護士の助言を参考に、対象者にアンケートを実施 

質問内容 ・ 取締役会の役割・機能に関する考え方

・ 取締役会の規模と構成の状況

・ 取締役会の運営状況

・ 社外役員に対する支援体制の状況

・ 取締役会の諮問の状況

評価方法 アンケートの回答を集計・分析した上、取締役会にて課題を確認

2. 評価結果

アンケートの回答を分析した結果、主に次の点において、当社の取締役会は概ね実効

性が確保されていることを確認しました。 

- 取締役会の規模と構成

- 審議事項の事前共有

- 資料・分量の内容

- 会議の所要時間・時間配分

- 経営戦略・経営計画に関する審議、リスクを伴う議案の審議

- 社外取締役の積極的な発言

3. 課題と取組み

① 前回の課題

(ア) より効率的な議案審議に向けた対応

2022 年は付議事項に関する情報提供が直前となっている旨の指摘があった

ところ、2023 年は改善されたとの意見が多く見られました。また、①業績報

告や人事関連事項に関する資料は、分かりやすく工夫されているため、効率化

に寄与しているとの意見、②社外取締役に対して、付議事項に関する事前説明

を継続して実施していることを評価する意見も見られました。

一方、定型書式の利用した資料作成や審議すべき点のより一層の明確化を

求める意見も見られました。今後も、継続的に、審議の効率化に努めてまいり

ます。

(イ) 指名・報酬決定プロセスに対する監督の更なる充実



2023 年から指名報酬委員会が運営を開始し、2 回（1 月、3 月）開催されま

した。同委員会は、社外取締役、代表取締役社長及び社内取締役（社外取締役

の人数が過半数以上）で構成され、次の事項について、取締役会の諮問に応じ

ます。 

（ⅰ）取締役の個人別の報酬額等の内容にかかる決定方針に関する事項 

（ⅱ）取締役の個人別の報酬等の額及び内容に関する事項 

（ⅲ）取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 

（ⅳ）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 

（ⅴ）代表取締役の選定・解職に関する事項 

（ⅵ）後継者計画（育成を含む）に関する事項 

（ⅶ）その他取締役会から諮問された事項 

2023 年は、代表取締役社長が、取締役候補者の選定や個別の取締役の報酬

額について、資料を示した上で、同委員会に諮問しました。 

今後は、アンケートの意見も踏まえ、より実効的に機能する運営を目指して

まいります。 

 

② 新たな課題 

当社取締役会は、以下の課題があることを認識しました。当社取締役会は、取締役

会の実効性をより一層向上させるため、この課題の解決に取り組んでまいります。 

 

審議の充実に向けた資料の書式整備及びスケジュールの管理 

 

以上 


